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i n f o r m a t i o n

ア
ナ
ロ
グ
放
送
終
了
ま
で
あ
と
一
年

◎
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
受
信
す
る
た
め
の

簡
易
な
チ
ュ
ー
ナ
ー
の
無
償
給
付
等
の
支
援

に
つ
い
て

　

総
務
省
で
は
、
経
済
的
な
理
由
等
で
地
上

ア
ナ
ロ
グ
放
送
か
ら
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に

移
行
す
る
こ
と
が
難
し
い
世
帯
に
対
し
、
簡

易
な
チ
ュ
ー
ナ
ー
（
１
台
）
の
無
償
給
付
等

の
支
援
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
と
き
】
12
月
28
日
（
消
印
有
効
）

【
申
請
方
法
】
郵
送
に
よ
る
申
込
み

【
対
象
】

　

①
生
活
保
護
な
ど
の
公
的
扶
助
を
受
け
て

　
　

い
る
世
帯

　

②
障
が
い
者
が
い
る
世
帯
で
、
か
つ
世
帯

　
　

全
員
が
市
町
村
民
税
非
課
税
の
措
置
を

　
　

受
け
て
い
る
世
帯

　

③
社
会
福
祉
施
設
に
入
居
し
、
自
ら
テ
レ

　
　

ビ
を
持
ち
込
ん
で
い
る
世
帯

※
右
記
の
世
帯
の
中
で
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
受
信
料
が

　

全
額
免
除
さ
れ
て
い
る
世
帯
が
対
象
で 

　

す
。

育
児
・
介
護
休
業
法
が
改
正
さ
れ
ま
し

た
！
～
事
業
主
の
皆
様
へ
～

　

少
子
化
の
流
れ
を
変
え
、
男
女
と
も
に
子

育
て
や
介
護
を
し
な
が
ら
働
き
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
社
会
を
目
指
し
て
、
育
児
・
介
護

休
業
法
が
改
正
さ
れ
、
平
成
22
年
6
月
30
日

か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

※
育
児
・
介
護
休
業
法
は
、
企
業
や
事
業
所

　

の
規
模
や
業
種
を
問
わ
ず
適
用
さ
れ
ま 

　

す
。

　

育
児
・
介
護
休
業
、
子
の
看
護
休
暇
、
介

　

護
休
暇
、
育
児
・
介
護
の
た
め
の
時
間
外

　

労
働
及
び
深
夜
業
の
制
限
、
所
定
外
労
働

　

の
免
除
、
所
定
外
労
働
時
間
の
短
縮
措
置

　
（
短
時
間
勤
務
制
度
）
に
つ
い
て
は
、
就

　

業
規
則
等
に
制
度
を
定
め
る
こ
と
が
求
め

　

ら
れ
て
い
ま
す
。

沖
縄
労
働
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://okirodo.go.jp

（
新
着
情
報
：｢

改
正
育
児
・
介
護
休
業
法
の     

　

内
容
、
規
定
例｣

）

沖
縄
労
働
局
雇
用
均
等
室

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

８
６
８
ー
４
３
８
０

死
亡
届
等
が
未
提
出
の
皆
様
へ

　

先
般
、
法
務
局
が
１
０
０
歳
以
上
の
住
所

が
分
か
ら
な
い
（
戸
籍
附
票
に
住
所
の
記

載
が
な
い
）
高
齢
者
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ

た
と
こ
ろ
、
沖
縄
県
全
体
（
紙
の
戸
籍
簿
を

使
用
し
て
い
る
一
部
の
村
を
除
く
。）
で
、

１
万
７
０
０
人
余
の
戸
籍
が
存
在
す
る
こ
と

が
判
明
し
、
当
市
に
お
い
て
は
、
７
２
３
人

の
住
所
の
分
か
ら
な
い
１
０
０
歳
以
上
の
高

齢
者
の
戸
籍
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
戸
籍
が
存
在
し
て
い
る
大
き

な
理
由
は
、
親
族
等
か
ら
提
出
さ
れ
る
べ
き

死
亡
届
等
が
未
提
出
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

親
族
な
ど
関
係
人
の
戸
籍
で
、
ま
だ
死
亡

の
届
出
等
を
行
っ
て
な
い
も
の
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
早
急
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

手
続
は
、
次
の
各
事
案
に
応
じ
て
届
書
を

作
成
し
、
市
民
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

１
、
死
亡
届

①
死
亡
診
断
書
や
外
国
の
身
分
登
録
機
関
で

　

登
録
さ
れ
た
死
亡
証
明
書
を
所
持
し
て
い

　

る
場
合
は
、
同
証
明
書
（
外
国
の
官
憲
が

　

作
成
し
た
証
明
書
に
つ
い
て
は
翻
訳
文
を

　

つ
け
て
く
だ
さ
い
。）
を
添
付
し
て
く
だ

　

さ
い
。

②
死
亡
診
断
書
を
所
持
し
て
い
な
い
場
合 

　

は
、
死
亡
診
断
書
に
替
わ
っ
て
、
事
件
本

　

人
の
遺
体
を
確
認
し
た
人
に
死
亡
現
認
書

　
（
誰
が
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
な

　

状
態
で
亡
く
な
っ
た
か
を
記
載
し
た
書 

　

面
）
や
葬
儀
に
参
列
し
た
方
の
参
列
証
明

　

書
、
位
牌
が
あ
る
と
き
は
そ
の
写
真
な
ど
、

　

死
亡
を
証
明
す
る
資
料
を
添
付
し
て
く
だ

　

さ
い
。

２
、
国
籍
喪
失
届

　

日
本
人
が
外
国
へ
渡
航
し
、
自
己
の
希
望

で
外
国
の
国
籍
を
取
得
し
た
と
き
は
、
取
得

し
た
時
点
で
自
動
的
に
日
本
国
籍
を
喪
失
し

ま
す
の
で
、
親
族
等
で
該
当
者
が
い
ま
し
た

ら
、
外
国
国
籍
取
得
を
証
す
る
書
面
（
帰
化

証
明
書
等
）
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
や
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
次

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
う
る
ま
市
役
所 

市
民
課 

　
　
　
　
　
　
　
　

☎
９
７
３
ー
３
２
０
６

又
は
、

◆
那
覇
地
方
法
務
局 

沖
縄
支
局 

　
　
　
　
　
　
　
　

☎
９
３
７
ー
３
２
７
８

企
業
立
地
雇
用
推
進
課

1
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｜
５
６
１
１

情
報
課

1
９
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